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～申込・受講の前に必ずお読みください～ 

 

◇本研修による防災士資格認証までの流れ（１～５） 
 

１ 鳥取県が開催する「令和３年度防災士養成研修」（２日間）を受講し、全課程を修了

すること。（集合研修１２講目、非集合研修（レポート形式）１１講目） 
 

２ 特定非営利活動法人日本防災士機構（以下「日本防災士機構」という。）が実施する

「防災士資格取得試験」を受験し、合格すること。 
 

※ 試験は、研修２日目に行います。試験合格のために、防災士教本の内容を事前に

よく学習してください。 

 試験問題の出題形式 

試験問題は防災士教本の内容から３択式設問により３０問出題し、受験者は

正答の数字を選択し解答用紙に記入します。 

 試験の合否判定 

試験の合否は、出題数３０問中２４問以上（正答率８０％以上）の正解者を

合格者と判定します。 

 

３ 消防署や日本赤十字社、自治体等が実施する「救急救命講習」を受講し、修了証を取

得すること。 
 

※ 救急救命講習等修了証は、「防災士認証登録申請時に、５年以内に発行されたもので

あって、発行者が定めた有効期限内の修了証」が必要です。 

※ 講習の受講は、各自で各消防局へお申込みください。 

 

（各消防局主催の日程は、別紙１を確認してください。） 
 

（参考）救急救命等の種類及び有効期限等については、下記 HPまたは別紙２を確認して

ください。【防災士機構 HP】https://bousaisi.jp/license/#anchor01 

 

４ 日本防災士機構から県及び受験者本人あてに「防災士資格取得試験」の合否通知が送

付されます。合格者に対しては鳥取県又は各申込先（市町村・大学等）を通じて認証

登録申請のご案内を送付します。 

 

５ 認証登録申請をされた方には、日本防災士機構から防災士認証状（賞状型）と防災士

証（カード型）が交付されるとともに、防災士登録台帳に登載されます。 
 

※ 日本防災士機構から県に防災士登録台帳が提供されます。県では、防災に関する研修

等の行事について、登録者に御案内することがあります。案内の不要な方は、県にその

旨を申し出てください。 

 

鳥取県は、上記１、４の実施を担当します。２、５については日本防災士機構に、３に

ついてはそれぞれの実施機関にお問い合せください。 



 

 

「令和３年度防災士養成研修」のご案内 

 

１ 研修の趣旨・目的 

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部地震において、地域の防災リーダーを

中心とした共助の取組の重要性が再確認されました。本研修は、平常時に自助・共助の

考え方や取組を広げるとともに、災害時には共助の取組の指導や助言を行いうる「防災

士」を養成することを目的として実施するものです。 

 

２ 研修日時・会場 

＜西部会場＞令和３年１１月６日（土）午前９時２５分から午後６時まで 

令和３年１１月７日（日）午前９時２５分から午後５時まで 

新日本海新聞社西部本社 日本海ふれあいホール（米子市両三柳３０６０） 

＜中部会場＞令和３年１１月２０日（土）午前８時３０分から午後５時２０分まで 

令和３年１１月２１日（日）午前８時３０分から午後４時２０分まで 

倉吉体育文化会館 大研修室（倉吉市山根５２９－２） 
 

※ 各会場、２日目の研修時間は「防災士資格取得試験」の試験時間を含みます。 

※ 研修時間は変更となる可能性があります。 

 

３ 費用 

（研修費用） １１，０００円 

（内訳） 

・「令和３年度防災士養成研修」受講料：  ４,５００円 

・日本防災士機構が発行する防災士教本代：３,５００円 

・防災士資格取得試験受験料：      ３,０００円 
 

※ 防災士資格取得試験に合格された方は、防災士認証登録に別途、５,０００円が

必要となります。その他、郵送料等が別途必要となる場合があります。 

 

４ 募集人員 

西部会場：５０名程度、中部会場：７０名程度 

 

５ 受講資格 

  鳥取県内に居住または勤務し、地域における防災活動の担い手となる意欲のある方 

 

６ 申込方法 

受講申込書に必要事項を記載の上、各申込先（市町村、大学等）に申込みください。 

※ 詳細は、募集案内のあった各申込先（市町村担当課等）に問い合わせください。 
 

【申込後の留意事項】 

☞受講決定通知の送付 
受講申込みをいただいた方に、各申込先を通じて受講決定通知をお送りします。 



※ 会場の定員数に限りがあるため、研修日程の変更をお願いする場合（例：西

部会場から中部会場など）や、受講をお断りする場合がありますのでご了承く

ださい。 
 

☞履修レポートの提出 
履修レポートは、研修を受講する会場の初日受付時に提出してください。 
なお、履修レポートの全部又は一部の提出がない場合、防災士養成研修の修了

及び防災士資格取得試験の受験ができなくなりますので、必ず提出してください。 
また、レポートが提出できなかったこと等による研修費用の返金も行いません

ので注意してください。 
 

☞個人情報の取り扱いについて 

鳥取県では、提出された書類に記載された氏名、住所等の個人情報を防災士養

成研修、防災士資格取得試験及び防災士認証登録、救急救命講習、鳥取県が実施

する地域防災力の充実強化の取組（防災研修や防災イベント等の御案内、防災パ

ンフレット等の配布等）にのみ使用いたします。 

また、日本防災士機構は、自治体及び消防等の公的機関及び日本防災士会（本

部）から要請がある場合に限定して、個人情報の目的外使用を行わないことを確

認した上で、その管理義務を条件に、管轄内居住防災士の氏名・住所等を通知す

ることとしております。個人情報の取扱については別紙３を参照してください。 

 

７ 特例について 

日本防災士機構では特例制度を設けており、該当者は階級に応じて研修受講や試験 

受験の一方または両方を免除することができます。特例制度を用いる場合は、階級を 

証明する書類の提出が登録申請時に別途必要となります。万が一、特例制度の階級で 

はなかったことが事後に発覚し、そのため防災士の登録がなされなかった等による責 

任は負いかねますので、特例制度をご利用される場合は、御自身の階級をよくご確認 

ください。 

なお特例該当者であっても、御本人等の希望に応じて、一般受講者と同様に研修・試

験を受けることは可能です。特例制度を利用される場合は、各申込先（市町村等）に御

連絡ください。詳細については、別紙４を参照してください。 

 

８ 問合せ先 

（１）令和３年度防災士養成研修に関すること 

≪担当≫鳥取県危機管理局消防防災課 吉田 

〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１丁目２７１番地 

電 話        ０８５７－２６－７０８２ 

ファクシミリ  ０８５７－２６－８１３９ 

     メールアドレス yoshidaak@pref.tottori.lg.jp 

（２）防災士資格取得試験に関すること 

特定非営利活動法人日本防災士機構  

    電 話  ０３－３２３４－１５１１ 

 



 

９ その他留意事項 

〇 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場の三密（密閉、密集、密接）を避

け、換気、消毒等に留意した上で研修を開催する予定ですが、今後の新型コロナウイ

ルス感染症の拡大状況や、その他、自然災害等のやむを得ない事情により、当研修を

中止する場合があります。 

  この場合、既に入金された研修費用のうち、令和３年度防災士養成研修受講料及び

防災士資格取得試験受験料を返金いたします。但し、防災士教本代（３,５００円）に

ついては、教本配布後の返金は致しかねますのでご了承ください。 

〇 研修開催については、受講決定通知のほか、鳥取県消防防災課ホームページへの掲

載、必要に応じて電話連絡またはメール等においてお知らせする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１０ カリキュラム 

（１）西部会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）中部会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※別紙１ 各消防局での救急救命講習の開催日程 

 

講習の受講は、各自で各消防局へお申込みください。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、開催日程が変更される場合

がありますので、事前に、各消防局へお問い合わせいただくようお願いします。 

 

＜東部消防局＞ 

◆日時 

令和３年９月１１日（土）  午後２時から５時まで 

令和３年１１月７日（日）  午後１時から４時まで 

令和４年１月１６日（日）  午後１時から４時まで 

令和４年３月１３日（日）  午後１時から４時まで 

◆場所 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 講堂 

（鳥取市吉成６４０－１） 

 

＜中部消防局＞ 

◆日時 毎月第３日曜日の午後１時から４時まで 

     （令和３年：6/20、7/18、8/15、9/19、10/17、11/21、12/19 

      令和４年：1/16、2/20、3/20） 

◆場所 管轄の各消防署（倉吉、西倉吉、湯梨浜、琴浦） 

 

＜西部消防局＞ 

◆日時 

・令和３年７月３１日（土） 

（申込期間：令和３年６月７日（月）～６月２５日（金）正午まで） 

・令和３年９月２５日（土） 

（申込期間：令和３年８月２日（月）～８月２７日（金）正午まで） 

・令和３年１１月２７日（土） 

（申込期間：令和３年１０月４日（月）～１０月２９日（金）正午まで） 

・令和４年１月２９日（土） 

（申込期間：令和３年１２月６日（月）～１２月２４日（金）正午まで） 

・令和４年３月２６日（土） 

（申込期間：令和４年２月７日（月）～２月２５日（金）正午まで） 

※ 全て午前９時から正午まで 

◆場所 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 ４階４０１会議室 

（米子市両三柳５４５２） 

 

 



※別紙２「日本防災士機構が防災士認証要件として認めている主な救急救命講習等一覧」 

 

 



※別紙３「個人情報の取扱いについて」 

 

 

 



※別紙４「特例について」（２０２１年度防災士養成事業実施ガイドラインより一部抜粋） 

防災士資格取得にかかる特例 

日本防災士機構は、警察庁、全国消防長会、日本消防協会及び日本赤十字社との個別協議

に基づき、下記１～４項に掲げる者に限定して防災士資格取得にかかる特例を設けていま

す。（詳細は機構のホームページ参照） 

 

１、警察官にかかる特例 

（１）警部補以上の階級者（退職者を含む。） 

「防災士養成研修を履修して履修証明書を取得すること」及び「防災士資格取得試験を

受験して合格すること」の２要件を免除し、「防災士教本を取得して学習すること」及

び「救急救命講習の履修証明書（写）を提出すること」を特例申請の要件とします。 

 

（２）巡査部長の階級者（退職者を含む。） 

「防災士養成研修を履修して履修証明書を取得すること」の要件を免除し、「防災士教

本を取得して学習すること」及び「防災士資格取得試験を受験して合格すること」並

びに「救急救命講習の履修証明書（写）を提出すること」を特例申請の要件とします。 

 

２、消防吏員にかかる特例 

（１）消防士長以上の階級者（退職者を含む。） 

「防災士養成研修を履修して履修証明書を取得すること」及び「防災士資格取得試験を

受験して合格すること」並びに「救急救命講習の履修証明書（写）を提出すること」の

３要件を免除し、「防災士教本を取得して学習すること」を特例申請の要件とします。 

 

（２）消防副士長及び消防士の階級者（退職者を含む。） 

「防災士養成研修を履修して履修証明書を取得すること」及び「救急救命講習の履修証

明書（写）を提出すること」の２要件を免除し、「防災士教本を取得して学習すること」

及び「防災士資格取得試験を受験して合格すること」を特例申請の要件とします。 

 

３、消防団員（分団長以上の幹部限定）にかかる特例 

消防団員として分団長以上の階級者（退職者を含む。）である者には、「防災士養成研

修を履修して履修証明書を取得すること」及び「防災士資格取得試験を受験して合格する

こと」並びに「救急救命講習履修証明書（写）を提出すること」の３要件を免除し、「防

災士教本を取得して学習すること」を特例申請の要件とします。 

 

４、日本赤十字社救急法救急員（指導員）にかかる特例 

日本赤十字社が全国各支部等で実施している「赤十字救急法救急員講習」を受講して認

定証を取得した者には、機構が指定した研修機関に各自にて特例研修を申請し受理された

場合、指定研修機関から防災士教本を取得して学習の上、指定された会場講習による特例

研修（６講目６時間以上）を受講して履修証明書を取得し、その上で、防災士資格取得試

験を受験して合格した者であることを特例申請の要件としています。 

 

 

 



防災士資格取得に関する特例制度（概要） 

〇印は必須要件 

特例 階級等 防災士養成研修履修 試験合格 救急救命講習 防災士教

本取得 

警察官特例 
警部補以上 免除 免除 〇 〇 

巡査部長 免除 〇 〇 〇 

消防吏員特例 
消防士長以上 免除 免除 免除 〇 

消防副士長・消防士 免除 〇 免除 〇 

消防団特例 分団長以上 免除 免除 免除 〇 

日本赤十字特

例 

救急法救急員認定者

及び指導員認定者 

機構の指定する特例

研修（６講目以上）を

受講 

〇 

日本赤十字社

の定めた基本

要件 

〇 

 


